


はじめに

　京都議定書第一約束期間が2008年に始まり、地球温暖化に対する問題意識が急速に高まる中、2009 年 9 月
に発足した民主党政権において「2020 年までに温室効果ガスを1990 年比で 25% 削減する」と表明された後も、
温室効果ガス削減並びに一層の省エネルギーに向けての種々の施策が検討、実施されています。
　コージェネレーションシステムは電気と熱を同時に供給する極めて高効率なシステムであることから、エネ
ルギー効率の向上、温暖化対策の推進、エネルギーセキュリティの向上の観点等から、国内のみならず海外に
おいても高い評価を受けてきました。
　国際的には、2007 年に開催されたハイリゲンダムサミットの首脳宣言「世界経済における成長と責任」にお
いて、「発電におけるコージェネレーションシステムの割合を大きく増加させる手段と措置を採用する」と明記
されるなど、地球規模的なコージェネレーションシステムの一層の普及拡大が期待されています。また、ＩＥＡ、
ＥＵをはじめ、米国等の先進諸国においても、地球温暖化対策における重要な技術として位置付けられ、導入
目標の設定のみならず、その普及を促進する支援法や買取制度等の施策が積極的に推進されています。
　わが国では2005年に閣議決定された「京都議定書目標達成計画」において、天然ガスコージェネレーション
システムの普及 (2010年までに498万 kW～ 503万 kW)が示され、さらに、本年6月に改訂された「エネル
ギー基本計画」においては、天然ガスコージェネレーションシステムを2020年までに5割以上の増加 (800万
kW)、2030年までに倍増 (1,100万 kW)させるといった積極的な目標値が記載されました。
　さて、国内におけるコージェネレーションシステムは、これまでユーザーのご理解や関係業界、関係団体の
ご尽力、そして行政からのご支援等によって、944万 kW(2010年 3月末現在累計 )と目覚しい成長を遂げてき
ました。しかしながら、国内の総発電設備容量に占める比率は未だ3.4% 程度に過ぎず、欧米における10 ～ 
20% と比較しますと、今後の普及ポテンシャルは未だ大きい状況にあり、今後の一層の普及促進が望まれます。
　近年、低炭素型成長に向けた次世代エネルギー・社会システムとして、スマートエネルギーネットワークや
スマートコミュニティの検討が進められています。コージェネレーションシステムはスマートエネルギーネッ
トワークやスマートコミュニティの構築において重要な役割を担うものとして位置づけられており、本年より
具体的な実証事業も開始されております。
　本書はコージェネレーションシステムの一層推進と低炭素社会実現に向けて、最新の関連施策・法令、開発
動向、海外動向並びに先進的な導入事例に加え、会員企業様から毎年ご提供頂いているコージェネレーション
システムの導入実績を取り纏めております。
　末筆ながら、本書発行に際してご協力頂きました皆様に感謝を申し上げるとともに、この『コージェネレーショ
ンシステム白書 2010』が皆様の温暖化対策に向けた活動の一助となれば幸いに存じます。

2010 年 9月
財団法人 天然ガス導入促進センター

エネルギー高度利用促進本部

1コージェネレーションシステム白書 2010



目次

2 コージェネレーションシステム白書 2010

はじめに
目次

第Ⅰ部　低炭素社会の実現に向けたコージェネレーションシステムの役割

1.1　コージェネレーションシステム（CGS）とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 
　1.1.1 コージェネレーションシステムの定義
　1.1.2 コージェネレーションシステムの特長

1.2　我が国におけるコージェネレーションシステムの普及状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

1.3　環境・エネルギー政策におけるコージェネレーションシステムの役割 ・・・・・・・・・・・・・ 14
　1.3.1 現在の政策における位置付け
　1.3.2 低炭素社会実現に向けた役割

1.4　海外におけるコージェネレーションシステムの位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

1.5　技術開発の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

第Ⅱ部　コージェネレーションシステムの位置付け

1.　環境・エネルギー・都市政策におけるコージェネレーションシステムの位置付け
1.1　地球温暖化対策におけるコージェネレーションシステムの位置付け ・・・・・・・・・・・・・・ 24
　1.1.1　京都議定書目標達成計画（2005 年 4月）
　（1）概要
　（2）京都議定書目標達成計画以前の施策とコージェネレーションシステムに関する記載
　1.1.2　地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）（1999 年 4月）
　（1）概要
　（2）地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（2006 年）
　（3）地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令（2006 年）
　（4）地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（2008 年）
　（5）地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令（2008 年）
　（6） 「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関連省令等 

の整備について（2008 年）
　（7）地球温暖化対策の推進に関する法律関係省令について（2009 年）
　（8）地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令（2010 年）
　（9）温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
　（10）地方公共団体実行計画・新実行マニュアル
　1.1.3　低炭素社会づくり行動計画（2008 年 7月）

1.2　エネルギー政策におけるコージェネレーションシステムの位置付け ・・・・・・・・・・・・・・ 35
　1.2.1　エネルギー政策の基本となる法律
　（1）エネルギー政策基本法（2002 年 6月）
　（2） エネルギー基本計画（2010 年 6月 第 2次改定）
　（3）長期エネルギー需給見通し（2008 年 5月、再計算 2009 年 8月）
　（4）その他
　1.2.2　エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）（1979 年 6月）
　（1）概要
　（2）エネルギー使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律（2008 年 5月）
　（3）工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準
　（4）中長期的な計画の作成のための指針



3コージェネレーションシステム白書 2010

　1.2.3　新エネルギー関連施策
　（1）新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（1997 年 4月、2005 年 7月最終改正）
　（2）新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令（1997 年 6月、2008 年 2月最終改正）
　（3）総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会中間報告（2006 年 10 月）
　（4）新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部を改正する政令（2008 年 4月）
　（5）電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（RPS 法）（2002 年 6月）
　（6）太陽光発電の新たな買取制度（2009 年 11 月）
　（7）再生可能エネルギーの全量買取制度（2010 年 7月）

1.3　都市政策におけるコージェネレーションシステムの位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
　1.3.1　低炭素都市づくりガイドライン

1.4　その他の政策におけるコージェネレーションシステムの位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・ 52
　1.4.1　環境省関連の政策
　（1）循環型社会形成基本法（2000 年 6月）
　（2）21 世紀環境立国戦略（2007 年 6月）
　1.4.2　農林水産省関連の政策
　（1）バイオマス活用推進基本法（2009 年 9月）
　（2）バイオマス・ニッポン総合戦略（2002 年 12 月、2006 年 2月見直し）

1.5　審議会等におけるコージェネレーションシステムの位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
　1.5.1　エネルギーの面的利用促進に関する調査報告（2005 年 3月）
　（1）概要
　（2）エネルギーの面的利用の促進について
　1.5.2　総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会（第 12回）（2009 年 7月）
　（1）概要
　（2）政策提言「低炭素社会におけるガス事業のあり方について」
　（3）低炭素社会におけるガス事業のあり方に関する検討会（2010 年度）
　1.5.3　総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会中間報告（2009 年 8月）
　1.5.4　次世代エネルギー・社会システム協議会中間とりまとめ（2010 年 1月）
　（1）概要
　（2）「次世代エネルギー・社会システム」構築の必要性
　（3）次世代配送電システム制度検討会（2010 年 5月）
　（4）その他関連する動き
　1.5.5　「ZEBの実現と展開に関する研究会」報告書（2009 年 11 月）
　（1）概要
　（2）コージェネレーションシステムに関係する記載
　1.5.6　日本国内の排出権取引制度

1.6　コージェネレーションシステム導入に係わる制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
　1.6.1　コージェネレーションシステム導入に係わる法令
　（1）自家用電気工作物導入に関連する主な法令と届け出等手続き一覧
　（2）コージェネレーションシステムに係わる主な規制緩和の変遷
　（3）コージェネレーションシステム導入に係わる関連法令改定等に関する解説
　1.6.2　電力の自由化
　（1）電力各社のコージェネレーションシステムの取り組み
　（2）特定規模電気事業者
　（3）特定電気事業者
　（4）余剰電力購入単価
　（5）接続送電サービス料金



目次

4 コージェネレーションシステム白書 2010

1.7　コージェネレーションシステム導入を促進する助成策（2010 年度まとめ） ・・・・・・・・・・・ 83
　1.7.1　金融上の助成策
　1.7.2 　税制上の助成策
　1.7.3　補助事業
　（1）新エネルギー関連
　（2）省エネルギー関連
　（3）その他

2.　地方公共団体におけるコージェネレーションシステム関連施策
2.1　地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律　実施状況調査結果 ・・・・・・・・・ 88
　2.1.1　概要
　2.1.2　コージェネレーションシステムに関連する記載

2.2　地方公共団体のコージェネレーションシステム導入支援策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93
　2.2.1　地方公共団体の導入支援策（まとめ）
　2.2.2　東京都環境確保条例

2.3　環境モデル都市他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96
　2.3.1　環境モデル都市
　2.3.2　次世代エネルギーパーク
　2.3.3　エコまちづくり事業
　2.3.4　バイオマスタウン

3.　海外におけるコージェネレーションシステムの位置付け
3.1　国際エネルギー機関（IEA） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
　3.1.1　IEA CHP/DHC Collaborative
　3.1.2　Energy Technology Perspective （ETP） 2010

3.2　欧州連合（EU） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104
　3.2.1　EUにおけるCHPの位置付け
　3.2.2　EUレベルでのCHP導入促進策

3.3　EU主要国 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106
　3.3.1　ドイツ
　3.3.2　英国

3.4　米国 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108
　3.4.1　米国におけるCHPの位置付け
　3.4.2　連邦レベルの政策
　3.4.3　州レベルの政策

第Ⅲ部　進化するコージェネレーションシステム

1.　コージェネレーションシステムの高効率化の流れ
1.1　現在までのコージェネレーションシステム原動機の技術開発動向 ・・・・・・・・・・・・・・ 112
　1.1.1　CGS-GE 原動機の効率改善
　1.1.2　CGS-GT 原動機の効率改善
　1.1.3　CGS-DE 原動機の効率改善
　1.1.4　現況の原動機別開発状況（まとめ）



目次

5コージェネレーションシステム白書 2010

1.2　これからの高効率化の方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116
　1.2.1　原動機（GE/GT/DE）
　1.2.2　燃料電池
　1.2.3　廃熱利用技術
　1.2.4　再生可能エネルギー（バイオマス等）
　1.2.5　コージェネレーションシステム周辺技術関係
　1.2.6　スマートエネルギーネットワーク

2.　最近の新技術開発状況（報道発表抜粋）
2.1　エンジン関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

2.2　タービン関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

2.3　燃料電池関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127
　2.3.1　固体高分子形燃料電池（PEFC）
　2.3.2　固体酸化物形燃料電池（SOFC）
　2.3.3　燃料電池（その他）

2.4　再生可能エネルギー関係（バイオ燃料、太陽熱、太陽光） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135

2.5　コージェネレーションシステム周辺技術関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141

2.6　次世代エネルギー・社会システム関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143

第Ⅳ部　参考資料

1.　導入状況
1.1　国内の導入状況（2009 年度） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148
　1.1.1　総括
　1.1.2　年度別導入状況
　1.1.3　民生用導入状況
　1.1.4　産業用導入状況
　1.1.5　原動機種別導入状況
　1.1.6　民生用用途別導入状況
　1.1.7　産業用用途別導入状況
　1.1.8　燃料別導入状況
　1.1.9　地域別導入状況
　1.1.10　導入事由及び撤去状況

1.2　常用防災兼用発電設備設置状況（2009 年度） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172
　1.2.1　都道府県別設置状況
　1.2.2　施設別設置状況

1.3　家庭用コージェネレーションシステムの導入状況（2009 年度） ・・・・・・・・・・・・・・・ 173
　1.3.1　エコウィル
　1.3.2　エネファーム

1.4　欧米における導入状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174
　1.4.1　欧州での導入状況
　1.4.2　米国での導入状況



目次

6 コージェネレーションシステム白書 2010

2.　助成制度と採択案件
2.1　金融上の助成措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180
　2.1.1　エネルギー使用合理化関連特定設備等資金利子補給金
　2.1.2　地球温暖化対策加速化支援無利子融資利子補給金
　2.1.3　中小企業向けの助成措置

2.2　税制上の優遇措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
　2.2.1　エネルギー需給構造改革推進投資促進税制

2.3　補助事業（2010 年度） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
　2.3.1　新エネルギー関連（経済産業省）
　2.3.2　省エネルギー関連（経済産業省）
　2.3.3　LP ガス関連（経済産業省）
　2.3.4　都市ガス関連（経済産業省）
　2.3.5　その他補助事業（経済産業省）
　2.3.6　環境省による補助事業
　2.3.7　国土交通省による補助事業
　2.3.8　農林水産省による補助事業
　2.3.9　排出権関連

2.4　補助事業採択案件（2009 年度、2010 年度（一部）） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 219
　2.4.1　新エネルギー関連（経済産業省）
　2.4.2　省エネルギー関連（経済産業省）
　2.4.3　LP ガス関連（経済産業省）
　2.4.4　都市ガス関連（経済産業省）
　2.4.5　その他補助事業（経済産業省）
　2.4.6　環境省による補助事業
　2.4.7　国土交通省による補助事業
　2.4.8　排出権関連

3.　表彰制度
3.1　新エネルギー関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 226
　3.1.1　新エネ大賞
　3.1.2　新エネ百選

3.2　省エネルギー関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 224
　3.2.1　省エネ大賞

3.3　経済産業省関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 225
　3.2.1　資源循環技術・システム表彰
　3.2.2　産学官連携功労者表彰

3.4　環境省関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 226
　3.4.1　地球温暖化防止活動環境大臣表彰 230
　3.4.2　食品リサイクル推進環境大臣賞

3.5　その他表彰（発表順） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 227
　3.5.1　グッドデザイン賞
　3.5.2　リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
　3.5.3　エコプロダクツ大賞
　3.5.4　日本エネルギー学会各種表彰



目次

7コージェネレーションシステム白書 2010

　3.5.5　日本産業技術大賞
　3.5.6　日本ガス協会技術大賞

4.　国内コージェネレーションシステム導入事例
4.1　コージェネレーションシステムニュース（CGS NEWS）紹介物件リスト ・・・・・・・・・・・ 230        

4.2　導入事例（民生用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 232
　4.2.1　大阪ガス実験集合住宅NEXT21（大阪府大阪市）
　4.2.2　京都リサーチパーク株式会社（京都府京都市）
　4.2.3　社会福祉法人恩賜財団済生会支部　済生会長崎病院（長崎県長崎市）
　4.2.4　アーバンドックららぽーと豊洲（東京都江東区）
　4.2.5　東京ミッドタウン（東京都千代田区）
　4.2.6　高槻赤十字病院（大阪府高槻市）
　4.2.7　新千歳空港　新国際線旅客ターミナルビル（北海道千歳市）
　4.2.8　日本中央競馬会　函館競馬場（北海道函館市）

4.3　導入事例（産業用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253
　4.3.1　シャープ株式会社　亀山工場（三重県亀山市）
　4.3.2　キリンビール株式会社　福岡工場（福岡県福岡市）
　4.3.3　有限会社　鳥栖環境開発綜合センター（福岡県鳥栖市）
　4.3.4　みやざきバイオマスリサイクル株式会社（宮崎県川南町）
　4.3.5　ヤマハ株式会社　掛川工場（静岡県掛川市）
　4.3.6　株式会社アレフ　北海道工場（北海道恵庭市）
　4.3.7　函館市　南部下水終末処理場（北海道函館市）
　4.3.8　明石町地区地域冷暖房（東京都中央区）
　4.3.9　砂川地区保健衛生組合クリーンプラザくるくる（北海道砂川市）
　4.3.10　中空知衛生施設組合リサイクリーン（北海道滝川市）

5.　関連団体
5.1　国内関連団体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 278

5.2　海外関連団体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282

6.　（財）天然ガス導入促進センターエネルギー高度利用促進本部の概要
6.1　概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 286

6.2　2009 年度の活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 287
　6.2.1　 2009 年度普及促進委員会報告 

「スマートコミュニティーの実現に向けたコージェネレーションシステムの役割」
　6.2.2　USEPA報告「中国における高効率CHPの普及促進について 分析および提言」（和訳）

6.3　2010 年度の行事予定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289
　6.3.1　コージェネレーションシンポジウム 2010 
　6.3.2　北海道地区サマーセミナー
　6.3.3　北九州地区セミナー

6.4　刊行物の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 290

Administrator
テキストボックス
5.2　海外関連団体



8 コージェネレーションシステム白書 2010



1.1 コージェネレーションシステム（CGS）とは ……………………………………………… 10
1.2 我が国におけるコージェネレーションシステムの普及状況 ……………………………… 13
1.3 環境・エネルギー政策におけるコージェネレーションシステムの役割 …………………… 14
1.4 海外におけるコージェネレーションシステムの位置付け ………………………………… 18
1.5 技術開発の動向 ………………………………………………………………………………… 20

第Ⅰ部

9コージェネレーションシステム白書 2010



1. 低炭素社会の実現に向けたコージェネレーション
システムの役割

10 コージェネレーションシステム白書 2010

　コージェネレーションシステムは燃料の燃焼によって得られる高温の熱から電力や動力を取り出すととも
に、更に廃熱を熱源として蒸気、温水、冷水等も利用する理想的な熱エネルギー利用システムである。総合
効率は 80％以上にも達するシステムとしてエネルギーの高度利用が可能であることから、欧州では低炭素社
会実現の重要なシステムとして評価され、「CHP（Combined Heat and Power：コージェネレーションシステ
ムと同義）指令」等で大いに普及が期待されている。わが国でも本年 6月に改訂された「エネルギー基本計画」
においては、天然ガスコージェネレーションシステムを 2030 年に倍増（1,100 万 kW）させるといった積極
的な役割が期待されている。
　民主党政権発足とともに、国連気候変動首脳会合（2009 年 9 月）においては 2020 年までの目標として
1990 年比 25％の温室効果ガス排出量削減を公約する中で、これまで以上に削減対策が求められる中、コー
ジェネレーションシステムが低炭素社会の実現に不可欠のシステムとして期待されている。
　本稿では、コージェネレーションシステムの特長を整理した上で、これまでの環境・エネルギー政策で果た
してきたコージェネレーションシステムの役割、低炭素社会実現に向け期待される役割、特に今後構築が期
待される「スマートエネルギーネットワーク」※1における役割と海外における最新動向について述べる。なお、
各詳細については第Ⅱ部以降を参照されたい。
※1「スマートエネルギーネットワーク」：

電力、ガス、蒸気、冷水、温水等を包含した全体最適を志向するネットワーク。再生可能エネルギーのさらなる導入を目指し、
情報通信技術を活用し電力系統を最適に管理する「スマート ･グリッド」の概念をさらに進化させたもの。

1.1
コージェネレーションシステム（CGS）とは

1.1.1 コージェネレーションシステムの定義
　「コージェネレーション（cogeneration）」とは、
燃料から電気や熱など2種類以上のエネルギーを同
時かつ連続的に得る状態をいい、JIS B 8121「コー
ジェネレーションシステム用語」においては、「単
一又は複数のエネルギー資源から、電力又は動力と
有効な熱を同時に生産する操作」と定義されている。
また、その操作を行う設備の呼称については、「コー
ジェネレーションシステム（CGS）」と表されるこ
とが多いが、「熱電併給システム」、「熱併給型発電
システム」等と示される場合もある。なお、欧米に
おいては CHP（Combined Heat and Power）と
示されることが多い。
　石油、都市ガス、LP ガス等を燃焼させると
1,000℃を超える熱を得ることができるが、比較的
低い温度の需要である給湯や暖房にこの貴重な高温
の熱をそのまま利用していることが多い。しかし、
燃料の燃焼で得られる高温熱を内燃機関でまず動力
あるいは電気に変換し、変換できなかった熱エネル

ギーを蒸気や温水として利用するというように、高
い温度から（エクセルギー※2 的価値の高いものか
ら）段階的に有効利用することが重要である。これ
を「熱のカスケード利用」といい、この理想的な
利用方法を実現する手段がコージェネレーション
システムである。

図 -1　エネルギーのカスケード利用

※ 2 エクセルギー：有効エネルギー、外部に取り出して利用
できるエネルギー。
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1.1.2 コージェネレーションシステムの特長
（1） 省エネルギー性
　発電と同時に熱を回収・利用するので、75 ～
80％と極めて高い総合効率が得られる。オンサイ
トで発電するために送電ロス等のエネルギーロスも

最小限に抑えることにより、大幅な省エネルギーを
図ることができる。

図 -2　コージェネレーションシステムと従来発電システムの省エネルギー性比較
出典：当本部ホームページ

（2） 環境保全性
　コージェネレーションシステムでは電気と熱の有
効利用により、従来型のシステムより大幅に CO2

排出量を抑制することができる。

図 -3　天然ガスコージェネレーションシステムと従来発電システム
出典：環境白書（1997年）、中央環境審議会地球環境部会 目標達成シナリオ小委員会 中間とりまとめ（2001年）より作成
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（3） 電力負荷平準化効果
　電力負荷の多い昼間にコージェネレーションシス
テムを運転することにより電力負荷の平準化（電力

のピークカット）が可能となる。

図 -4 コージェネレーションシステムの電力負荷平準化効果

（4） エネルギーの安定供給
　商用電力とコージェネレーションシステムの発電
電力の併用により電源の二重化、安定化を図ること
ができる。エネルギー源の分散化により電気だけで
なく、熱の安定確保も可能となり、信頼性の高い

エネルギー供給システムが構築できる。これによ
り防災性の高いシステム構築が可能となり、BLCP
（Business and Living Continuity Plan: 業務・生活
継続計画）への貢献が可能となる。

図 -5 エネルギーの安定供給
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（5） 経済性
　発電による買電量の削減や契約電力の低減によっ
て電気料金のコストダウンを図ることができる。一
方、発電のための燃料費は増加するが、廃熱を有効

に利用できればその分の熱源費のコストダウンが可
能であるため、全体としては大幅なエネルギーコス
トの削減が実現できる。

図 -6 運転費の削減

1.2
我が国におけるコージェネレーション
システムの普及状況

　導入実績アンケートの結果、2009 年度に国内で
新たに設置されたコージェネレーションシステム
は、300 件・376 台・144,260kW であった（2009
年度末現在、当本部調べ）。

　また、2009年度末における国内コージェネレーショ
ンシステム導入実績（累計、当本部調べ）は8,444
件・9,439.8MWであり、国内の総発電設備容量
（277.5GW: 2009年度電気事業便覧）の3.4％に相当
し、これまで同様、今後とも普及が期待されている。

図 -7　コージェネレーションシステムの年度別導入推移（累積）
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件数 台数 発電設備容量（MW）
民生用 6,319 8,913 1,967.1
産業用 2,125 4,162 7,472.7
合計 8,444 13,075 9,439.8

表 -1　 2009年度末現在 国内コージェネレーションシステム導入実績

1.3
環境・エネルギー政策におけるコージェネ
レーションシステムの役割

1.3.1 現在の政策における位置付け
（1） 京都議定書目標達成計画
　京都議定書の第一約束期間（2008 年から 2012
年までの 5年間）が 2008 年に始まった。我が国で
は、京都議定書における削減約束の達成に向けて、
「地球温暖化対策の推進に関する法律（2002 年施
行）」に基づき、「京都議定書目標達成計画」（2005
年 4月策定、2008 年 3月改定）を策定し、温室効
果ガスの削減を推進してきた。この中で、温室効果
ガス削減対策として、天然ガス・石油・LPガスのコー
ジェネレーションシステムの導入を図り、2010年度
末で天然ガスコージェネレーションシステム 498
～ 503 万 kW、燃料電池 1.97 ～ 10 万 kWの普及
が期待されている。

（2） エネルギー基本計画
　エネルギー政策においても、2010 年 6 月に第二
次改定された「エネルギー基本計画」では、2030
年に向けた目標実現に向けた取り組みの中で、主
に産業部門対策の一つとして「天然ガスコージェ
ネレーションシステムの導入促進を図り、2020 年
までに現状から 5割以上の増加（計 800 万 kW）、
2030 年までに倍増（計 1,100 万 kW）させること
を目指す」とされるなど、低炭素型成長に向けた取
組として、コージェネレーションシステムへの期待
が示されている。

（3） 長期エネルギー需給見通し
　最新の「長期エネルギー需給見通し」（2008 年 5
月、2009 年 8 月再計算）では、2010 年は天然ガ

スコージェネレーションシステムが 498 ～ 503 万
kW、燃料電池が 2～ 10 万 kW、2030 年にはコー
ジェネレーションシステム 1,630 万 kW（うち定置
用燃料電池が約 560 万 kW）としている。

（4） 省エネルギー政策
　「エネルギーの使用の合理化に関する法律 ( 省エネ
法 )」では「中長期的な省エネ計画作成のための指針」
において、コージェネレーションシステムを省エネ計
画作成の際に検討対象とするように掲げる等、重要な
対策に位置付けられている。

（5） 新エネルギー政策
　新エネルギー関連では「新エネルギー利用等の促進
に関する特別措置法（新エネ法）」（1997 年）では、導
入の促進を図るべき新エネルギーとして天然ガスコー
ジェネレーションシステムや燃料電池が位置づけられ
ていたが、その後、2008 年の施行令の一部改正によ
り新エネルギーの定義の一部見直しがあり、天然ガス
コージェネレーションシステムや燃料電池は「革新的
エネルギー技術開発利用」と位置付けられ、その導入
には引き続き様々な支援制度が適用されている。 
　また、新エネルギー部会の中間報告（2009 年8 月）
別添資料「再生可能エネルギー等の概念整理」におい
て、コージェネレーションシステム等からの廃熱を再
生可能エネルギー等と位置付ける方向で整理されてい
る。さらに、「再生可能エネルギーの全量買取に関す
るプロジェクトチーム」会合においても燃料電池、コー
ジェネレーションの廃熱について、未利用エネルギー
の高度利用として再生可能エネルギーに準ずるものと
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して、広義の再生可能エネルギー等として位置づける
ことが可能。」（第1回会合資料）としている。

1.3.2 低炭素社会実現に向けた役割
　低炭素社会の実現のため、前鳩山内閣は中期目標
として「1990 年比で 2020 年までに温室効果ガス
25％削減を目指す」と表明した。コージェネレー
ションシステムも今後の低炭素社会実現に向け、
CO2 の大幅削減という構造改革に向け進化してい
く必要がある。
　このためには、これまでの供給側などの取り組み

だけではなく、需要側である建物や都市構造まで踏
み込んだ対策を一層強化し時代の要請に応えていく
必要がある。その実現のための基本的な方向性は、
　（a） 化石燃料の高度利用に加え再生可能エネル

ギー等の活用
　（b） 機器・システムの高効率化などの「点」での対

策に加え「面・ネットワーク化」の推進である。
　この取り組みを下表に示すが、これらの対策を加
速化していくことがきわめて重要である。以下では
各対策にしたがってコージェネレーションシステム
の役割を述べる。

化石燃料高度利用→①→再生可能エネルギー等利用

「点」
↓
②
↓

面・ネット
ワーク

（1） 化石燃料の高度利用
• コージェネレーションシステム本体や廃熱
利用機器の高効率化、分散型エネルギーシ
ステムの高効率化、建物全体システムの省
エネ化等により推進

（2） 再生可能エネルギー等の活用
• 再生可能エネルギー等の安定的かつ効率的
利用のためのシステム化（コージェネレー
ションシステムとのシステム化：太陽熱・光、
バイオエネルギー等）

（3） 面・ネットワークに関する 
コミュニティーレベルの対策

•熱・電気の面的利用による低炭素化の推進
•建物間から街区間さらに地域・都市計画ま
で含めた対策へ拡大

（4） スマートエネルギーネットワーク化 
（ＥＵ、豪州でも検討）

•熱・電気のネットワーク化による全体最適化
•ICT活用による最適なエネルギーマネージメ
ントの実現

表 -2　低炭素社会の実現のための対策

（1） エネルギーの高度利用
　最も進んだエネルギーの高度利用形態であるコー
ジェネレーションシステムは、近年、一層の高効率
化や廃熱利用システムの開発・普及が進んでいるた
め、欧米においても温暖化対策の重要な柱の一つと
して挙げられている。ガス空調システムでは、コー
ジェネレーションシステムの廃熱利用が可能な吸収
式冷凍機や家庭用ではこれから省 CO2 の切り札で
ある燃料電池（エネファーム）等がある。これらの
機器やシステムの高効率化に取り組むと同時に、そ
の普及に取り組んできており、これらを取り入れた
高度利用の推進が重要である。

（2） 再生可能エネルギー、未利用エネルギーの積極
的活用

　さらなる CO2 削減を実現するためには、エネル
ギーの高度利用による省エネルギー対策に加え、再
生可能エネルギーや未利用エネルギーの大量導入が
必要不可欠となる。出力の不安定な太陽エネルギー
などを大規模に導入するためには、出力調整が可能
なコージェネレーションシステムと組み合わせるこ
とで、安定的かつ効率的な利用が可能となる。この
ため太陽光発電に燃料電池エネファームを組み合わ
せたダブル発電、太陽熱とコージェネレーションシ
ステムを組み合わせた太陽熱給湯システム、太陽熱
を吸収式空調に投入するソーラークーリングシステ
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ムとコージェネレーションシステムを組み合わせた
システムの開発・普及に取り組んでいる。
　また、未利用エネルギーの活用も重要な取り組み
であり、例えば都市部においてはエネルギーレベル
の高い清掃工場廃熱等の有効利用が期待される。清
掃工場やコージェネレーションシステム等の廃熱の
有効利用はきわめて重要な対策であり、蒸気ネット
ワークを通じ空調や給湯に利用することにより大幅
な CO2 削減効果が期待されるため、欧州でも重要
な対策に位置付けられている。
　このように再生可能エネルギーや未利用エネル
ギーの有効利用に当たっては、システム化によって
効率的かつ安定的に活用することが重要である。

（3） エネルギーの面的・ネットワーク的利用の推進
　エネルギーシステムの導入・利用に当たっては、
機器・システムや建物単位といった ｢点｣ での対策
では、部分負荷運転による効率低下や大規模高効率
システムの導入等が困難といった課題がある。これ
らの課題を解決するためには、エネルギーの ｢面的・
ネットワーク的利用」を推進することが重要であ
る。面的利用のメリットは、需要集約による部分負
荷運転の回避、コージェネレーションシステム等の
高効率機器の導入、再生可能エネルギー等の活用等
であり、これにより個別対策では実現困難な大幅な
CO2 削減が可能となる。
　このため、「京都議定書目標達成計画」において
も対策の筆頭にあげられており、建物や都市構造ま
で含めた低炭素化の実現のためには不可欠な対策で
ある。
　今後、エネルギー需要密度の高い都市部では、都
市機能のさらなる集約化（コンパクトシティ化）が
進むと考えられることから、都市構造の変革にあわ
せてエネルギーの面的利用を推進することで、一
層の省エネルギー、CO2 削減が期待される。また、
面的利用は、エネルギーシステムの多重化による災
害等緊急時等の都市の業務・生活機能の継続機能と
いったセキュリティの向上にも貢献することから、
都市の低炭素化・高機能化のためにはきわめて重要
な対策である。

（4） 「スマートエネルギーネットワーク」への進化
　現在、太陽光等の再生可能エネルギーのさらなる
導入を目指し、情報通信技術も活用し、電力系統を
最適に管理する「スマート ･グリッド」が議論され

ているが、欧州でも、電力のみならず、ガスや蒸気、
冷水、温水等を包含したより進化した概念である「ス
マートエネルギーネットワーク」の検討が進められ
ている。
　エネルギーの高度利用、再生可能エネルギー等の
活用、面的利用の推進を図るためには、グリッドの
スマート化だけではなく、清掃工場廃熱をはじめ、
コージェネレーションシステム廃熱、太陽熱やバイ
オマス等の熱も有効利用する熱のネットワーク化、
さらには究極の低炭素エネルギーである水素利用も
可能とする水素ネットワークも視野に、柔軟性・拡
張性を持ったエネルギーのスマート化、ネットワー
ク化を順次推進することが必要である。これにより、
真のエネルギーのベストミックス化と、技術革新に
伴い進化するシステム構築が可能となる。
　低炭素社会の実現のためには、化石燃料の高度利
用から再生可能エネルギー等の活用、機器・システ
ムの高効率化などの個別対策だけではなく面・ネッ
トワーク化の推進、が重要であり、これらを統合し
た「スマートエネルギーネットワーク」の推進が重
要である。
　このためには、需要と供給、大規模と分散型、電
気と熱、を個別最適化するのではなく、全体最適化
を図ることが重要である。
　第 12 回総合資源エネルギー調査会（経済産業大
臣の諮問機関）都市熱エネルギー部会（2009年7月）
は、低炭素社会に向けた政策提言で、2050 年に向
けたガス事業の中長期シナリオとして 4つの展開
を示した。その中の「分散型エネルギーシステムの
展開」では、地域や都市エリアにおけるエネルギー
の需要及び供給において、コージェネレーションシ
ステムを核とした「スマートエネルギーネットワー
ク」構想を示した。
　これは、これまで主に導入場所（「点」）で利用さ
れてきたコージェネレーションシステムの電力と熱
を建物間から地域レベルまでの「面」を対象に捉え
て、最適な電力と熱のベストミックスを図る概念で
ある。これにより、系統電力と分散型エネルギーシ
ステム、熱、将来的には水素などと連携を図る等低
炭素化に貢献する省エネシステムであり欧州でも検
討が進んでいる。様々なエネルギーの需要状況を情
報通信技術（ICT）等も活用し最適にマネジメント
することでエネルギー利用効率が大幅に向上し、エ
ネルギー利用の高効率化（省エネルギー）や CO2

削減が可能になる、というものである。また、この



第 I 部   低炭素社会の実現に向けたコージェネレーションシステムの役割

17コージェネレーションシステム白書 2010

図 -8　スマートエネルギーネットワークの概念図
出典：経済産業省HP：http://www.meti.go.jp/committee/materials2/data/g90630aj.html

システムは災害時等における電力のバックアップ、
電力負荷の平準化、再生可能エネルギーや未利用エ
ネルギー等の大規模な導入促進等のメリットも得ら
れることから、コージェネレーションシステムの新
たな役割として、2010 年度より東京、大阪で実証
事業が開始された（分散型エネルギー複合最適化実

証事業）。
　さらに、エネルギーの有効利用という観点からは、
電力だけでなく、熱エネルギーや交通システムも含
め、「スマートコミュニティ」ともいうべき、人々
のライフスタイル全体を視野に入れた社会システム
の検討も始まっている。
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1.4
海外におけるコージェネレーション
システムの位置付け

　「第 6回低炭素社会におけるガス事業のあり方に
関する研究会」（2009 年 6月）において、「コージェ
ネレーションシステム（CHP）等の普及 ･ 促進に
向けた欧米の政策等について」報告されている。
　同報告によれば、欧州では、地球温暖化対策とし
てエネルギー効率の向上や温室効果ガス排出削減の
ための方策を整備する中で、再生可能エネルギーと
ならび CHP の普及を重要政策と位置付けており、
これを受けて、各国においても CHP の導入目標、
支援法、買取制度等の普及促進策を策定し普及を推
進している。
　以下、同報告より各国の政策と欧米日のエネル
ギー政策におけるCHPの位置付けを抜粋する。

（1） ドイツ
・ 「2020 年へのエネルギー政策ロードマップ」
（2009 年 1月公表）：「再生可能エネルギーの普及
拡大」と共に「CHPの積極的拡大策」を策定

・ 「CHP 法」（2009 年 1 月から改正し施行）：2020
年に全発電電力量のうち、CHP の占める比率を
25％（現行の 2倍）と目標設定

・ 「再生可能エネルギー熱法」（2009 年 1 月より施
行）：新築ビルオーナーは再生可能エネルギーの
熱利用が義務付けられているが、高効率CHP（EU
の CHP 指令の規定による）の廃熱利用は再生可
能エネルギー利用と同等の位置づけ

（2） 英国
・ 低炭素社会の創造を打ち出した「エネルギー白書
2003」：低炭素型発電として、「再生可能エネルギー」
と「CHPの普及拡大」を重要政策として位置づけ

・ 「2010 年への CHP 戦略」（2004 年 4 月）：2010
年までの導入目標を高効率CHP1,000万kWとし、
気候変動税の免除等の優遇税制やEU排出量取引
制度（EU-ETS）におけるCHPの優遇的取り扱い
等の支援策を明記

・ 「排出量取引制度（ＣＲＣ）」（2010年 4月より開始）：
CHPの廃熱利用は CO2 をゼロカウントとし、再
生可能エネルギーと同等の位置づけ、電力は系統
電力と同等と見なす

・ 「エネルギー法」（Energy Act 2008）：小規模（5MW
以下）低炭素電源に対する固定価格買取制度の導
入（燃料電池や50kW以下のCHPも対象）

（3） 米国
・ 「The National CHP Roadmap」（2001年）：2010年
のCHPの導入目標を01年比 2倍の 9,200万 kW
と設定

・ RPS 制度：RPS 制度導入の 29 の州・特別区のう
ち 13 州において CHP、9州において燃料電池が
RPS の対象（すなわち再生可能エネルギー電源と
同等）と位置づけ、普及促進策を実施
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EU 独 英 米 日

目標
発電量に占める
シェアを2010年
に18％へ

発電量に占める
シェアを2020年
までに25％へ（現
行の2倍）

・ 2010年に高効率
CHPを1,000万
kW以上へ

・ 2010年に政府施
設の電気利用の
15％以上をCHP
から調達

2010年CHP導入
電力量9,200万kW
（10年間で2倍に）

京都議定書目標達
成計画：2010年に
天然ガスCHPを
498万～503万kW

発電量に占める
CHPシェア

10.9%
（2006年）

12.6%
（2006年）

6.3%
（2006年）

8%
（2006年）

3.5%
（2006年）

支援法
CHP戦略

（1997年）
CHP指令

（2004年公表）

新CHP法
（2009年1月発効）

CHP戦略
（2004年公表）

The National 
CHP Roadmap
（2001年公表）

－

CHPの位置づけ
エネルギー効率と
エネルギーセキュ
リティ向上のため
重要な役割

国内の気候変動対
策パッケージ目標
達成の手段

エネルギー白書
（2050年までに
G H G 排出削減
60％）の達成のた
めの重要な役割

気候変動対策や安
定供給のための重
要な役割

京都議定書目標達
成計画等にて重要
な位置づけ

普
及
促
進
策

補助金

CHP指令におい
て、加盟国にCHP
普及ポテンシャル
の検証と普及に必
要な支援策を講じ
るよう要請

熱供給ネッワーク
に対して、初期投
資額の20％を限
度に適用

バイオ燃料を投入
するCHPに適用

連邦・州レベルの
各種補助金

・ 民生用燃料電池
導入支援補助金

・ CHPを主対象とし
た補助金は無し

買取制度
CHPからの発電
電力すべてを買い
取り対象に（09年
1月より）

出力2kW以下の
CHPからの電源も
対象に（2010年）

全米15州で余剰
電力買取制度導入 －

その他 環境税の減免
・ 気候変動税免除
・ マイクロCHPに
対する付加価値
税減免等

CHP、燃料電池導入
費用に応じた固定
資産税等の控除等

CHP、燃料電池導
入時の特別償却や
税額控除

出典 :諸資料より作成

表 -3　欧米日のエネルギー政策におけるコージェネレーション（CHP）の位置付け
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1.5
技術開発の動向

　近年のコージェネレーションシステムにおける技
術開発の状況としては、エンジン部門における都市
ガス燃料焚きガスエンジン（GE）の高効率・高出力化
に向けた技術開発が顕著であり、またガスタービン
（GT）においては、タービン入口温度の上昇による高
効率化の技術開発が行われている。
　大型GEにおいては、国内メーカーから発電効率
48％を超える世界最高レベルの機種が市場に投入
され、さらなる高効率化の技術開発も精力的に行わ
れている。また、今後の業務用分野において大きな発
展が期待できるマイクロGEにおいては、34%の発電
効率が得られる機種が市場に投入されており、小型
分野においても高効率化の開発は引き続き行われる
ものと思われる。
　新たな分野にコージェネレーションシステムを適
用する技術開発も進められており、消化ガスや熱分
解によって得られるバイオマスガス燃料に対応でき
るコージェネレーションシステム原動機の技術開発
を始め、有機溶剤を取り扱う事業所における揮発性
有機化合物（VOC）除去にコージェネレーションシ
ステムを用いる等の技術開発がある。更に、周辺技術
においては蒸気の有効利用として蒸気減圧時に電
力や圧縮空気を得る設備の開発や脱硝装置の高性
能化、ディーゼルエンジン（DE）の黒煙除去技術開発
等など、コージェネレーションシステムを支える周
辺技術の開発も日々進められることによって、コー
ジェネレーションシステムの総合効率の向上や
導入環境の拡大に結びついている。
　燃料電池については、2009年度から固体高分子
形（PEFC）の家庭用燃料電池が本格的に販売され、
2009年度末時点で都市ガス仕様、LPガス仕様合計
で5,000台以上が導入されている。今後はコストダ
ウンとさらなる耐久性の向上を目指す開発が進めら
れる。またさらに高い発電効率が期待できる家庭用
向けの固体酸化物形燃料電池（SOFC）についても、
信頼性、耐久性を確立する技術開発と市場導入に向
けた実証試験が行われている。
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